
175　

準市場の優劣論と介護保険制度導入後の結果（2）
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②サービスの利用
要介護認定の制度は措置制度よりも公的責任・権利性が強いという主張に対して、要介護認定を

受けても近くに事業者がなければ権利を行使できないという指摘があった。以下では、介護保険制
度の導入前後に、利用者がどのくらいの量のサービスを利用したか、サービスの利用希望がどのく
らい充たされたか、また、介護保険制度の下でサービスを利用しない理由は何かについて、実証的
な調査・研究を整理する。なお、サービスの供給については、競争という条件の問題として次章で
述べる。

（a）利用量
介護サービスは、在宅（居宅）サービス、地域密着型サービス、施設サービスに大別される。在
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宅サービスは、訪問サービス（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護など）、通所サービス（通所介護、
通所リハビリなど）、短期入所サービス（短期入所生活介護など）などがある。地域密着型サービス
は、2006年度に創設され、認知症対応型共同生活介護などがある（認知症対応型共同生活介護は、
当初は痴呆対応型共同生活介護と呼ばれ、在宅サービスに含まれていた）。施設サービスは、特別
養護老人ホーム、介護老人保健施設などのサービスである。（介護保険法8, 40‒1条, 42条の2, 48条、増田
2014：156）（1）

以下では、介護保険制度の導入前後におけるサービスの利用量について、在宅サービスと施設
サービスに分けて見ていく。
第1に、在宅サービスについては、厚生（労働）省などによって、総利用量や1人当たり利用量が

調査されている。
まず、厚生（労働）省の調査によると、1999年度の月平均と2000年7月の総利用量を比較したとこ

ろ、訪問介護の利用回数は41％増加し、通所介護の利用回数は33％増加したが、短期入所の利用日
数は30％減少した。短期入所の利用日数の減少は、介護保険制度により利用限度が設定されたため
であるとされ、訪問介護・通所介護の支給限度額の未利用分を短期入所に振り替えて利用する措置
などの対応を行い、2000年11月の利用日数は1999年度の月平均に対し4％減少にまで回復した（厚生
労働省2001：287）。また、全国の利用者についての2000年の調査（108保険者、1,263人）によると、
2000年3月と比較して同年7月のサービス量が増加したという回答が67％、ほぼ同じが15％、減少
が18％だった（同上、食品流通情報センター 2001：204）。
次に、6市の在宅サービス利用者への2001年の調査（回収328）によると、2001年1月における総

利用件数と利用者の割合は、介護保険制度以前と比較して、すべてのサービスで増加した。他方、
1人当たりの利用量は、増加したサービス（身体介護中心の訪問介護、通所介護、通所リハビリな
ど5種類）と、減少したサービス（家事援助中心の訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護など4種類）
があった。1人が利用するサービスの種類数は、利用なしと1種類が減少し、2種類以上が増加し
て、平均では1.4種類から2.2種類に増加した。利用状況の変化については、介護保険の導入によっ
てサービスを利用し始めた人が34％、サービス利用が増加した人が44％、介護保険前と利用状況が
変わらない人が14％、介護保険前よりサービス利用が減った人が7％だった。（医療経済研究機構2001：
35‒7、同2002：17）

第2に、施設サービスについては、厚生（労働）省の調査によると（表1）、特別養護老人ホームの
在所者数は、介護保険制度の導入前後を通じて増加した。高齢者人口と比較すると、65歳以上人口
に対する在所者数の割合は介護保険制度の導入前後を通じて（2006年まで）増加したが、75歳以上
人口に対する割合は介護保険制度の導入後に減少した。
以上のように、介護保険制度の導入前後を比較すると、サービスの総利用量はおおむね増加した

が、1人当たりの利用量は増加したサービスと減少したサービスがあった。
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（b）利用希望の充足度
サービスの利用希望がどのくらい充たされたかについても、在宅サービスと施設サービスに分け

て見ていく。
第1に、在宅サービスについては、三鷹市の在宅介護者に対する1996、98、2002、04、10年の調
査（回収404～941）の結果が分析されている。まず、サービスの回数・日数への満足度（満足・まあ
満足の割合）を1996年と2002年で比較すると、2002年の方が有意に高いサービス（訪問介護、訪問
看護、短期入所）と、有意な違いのないサービス（通所介護）があった（杉澤他編著2005：52）。次に、
サービスの利用希望者が実際に利用している割合を1996～2010年で比較すると、すべてのサービス
（訪問介護、訪問看護、通所介護・リハビリ、短期入所）で介護保険制度の導入前よりも導入後の
方が有意に高かった（杉原他2012：3‒4, 6）。このように、介護保険制度の導入前後を比較すると、在
宅サービスの利用希望の充足度はおおむね向上した。
第2に、施設サービスについては、特別養護老人ホームの待機者数を見ると（表2）、1990年代の
3～5万人から2004年の30万人前後に増加し、その後も2014年の約50万人まで増加した。ただし、
措置制度と介護保険制度では待機者の概念が異なっており、措置制度では行政が対象者の状況を調
査して入所判定委員会の判定に基づき入所依頼を行っていたのに対して、介護保険制度では要介護
度が1以上であれば誰でも自由に申し込みができること、また、介護保険制度の実施前は所得制限
があり自己負担が月額20万円以上になることもあったが、実施後は自己負担が7～8万円台になっ
たことも指摘された（松田2003：9、長倉2003：16）。なお、待機者数が増加する要因としては、介護保
険制度の導入前後を通じて、要介護者の増加、高齢者のみの世帯（高齢単身・高齢夫婦のみ世帯）

表１　特別養護老人ホームの在所者数

年
在所者数
（万人）

高齢者千人当たり 回収率
（％） 年

在所者数
（万人）

高齢者千人当たり 回収率
（％）65歳以上 75歳以上 65歳以上 75歳以上

1985 11.9 9.5 25.2 ― 2005 37.6 14.6 32.3 100.0
1990 16.0 10.8 26.9 ― 2006 39.3 14.8 32.3 100.0
1995 21.9 12.0 30.5 ― 2007 40.5 14.7 31.9 100.0
1996 23.5 12.4 31.5 ― 2008 41.6 14.7 31.5 100.0
1997 25.0 12.7 32.2 ― 2009 40.9 14.1 29.8 95.9
1998 26.5 12.9 32.6 ― 2010 39.6 13.4 27.9 91.4
1999 28.1 13.3 33.1 ― 2011 42.1 14.1 28.6 95.2
2000 29.6 13.4 32.9 99.5 2012 42.9 13.9 28.3 92.4
2001 31.0 13.5 32.5 100.0 2013 44.0 13.8 28.2 91.9
2002 32.6 13.8 32.5 100.0 2014 45.4 13.7 28.5 93.3
2003 34.1 14.0 32.4 99.9 2015 47.2 13.9 28.9 93.5
2004 35.8 14.4 32.3 99.9 2016 47.4 13.7 28.0 92.2
•出典：在所者数は、1985～99年は厚生省施設調査1999‒2000、2000～16年は厚生労働省施設事業所調査
2001‒2017、人口は総務省人口推計1996‒2017。
•注：2008年までは自治体が調査、2009年からは民間事業者が調査票を郵送。1985～99年の回収率は不明。
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の増加による家族の介護力の低下、高齢者・家族の意識の変化（入所への抵抗感や家族介護の意識
の薄らぎ）、在宅サービスの水準の低さ、他の施設（病院、（介護）老人保健施設）と比較した利点（費
用負担の軽さ、長期在所が可能）などが挙げられている（宮崎1994：146‒8、佐藤嘉夫2008：18‒9, 25）。こ
のように、介護保険制度の導入前後を比較すると、特別養護老人ホームの待機者数は増加したが、
申し込みが容易になったことが一因として挙げられた。

表2　特別養護老人ホームの待機者数 （単位：万人）

年
人数 調査の概要

出典等合計 在宅 対象 重複申込分の扱い要介護3 ～ 要介護4 ～
1990 2.9 ①
1999 4.7 全国の市町村 ②

2004
33.8 45都道府県 一部は含む

③
26.9 36都道府県 除く

2006 38.5 全国 一部は含む ④
2009 42.1 12.2 6.7 都道府県 ⑤
2014 52.4 15.3 8.6 都道府県 一部は含む ⑥
2016 29.5 12.3 6.6 都道府県 排除を従来より徹底 ⑦
•出典：①毎日新聞1994. 6. 5、②厚生省1999、③日本経済新聞2005. 2. 22、④朝日新聞2009. 12. 23、佐
藤嘉夫2008：20、⑤厚生労働省2009b、⑥厚生労働省2014a：2、⑦厚生労働省2017a：2。
•注：いずれも厚生（労働）省の調査。重複申込は複数の施設への申込。②老人保健施設等の入所・
入院者を除く。⑦要介護3以上のみ、一部の都道府県は在宅のみ。

（c）利用しない理由
介護保険制度の下でサービスを利用しない理由については、全く利用しない理由、支給限度額ま

で利用しない理由、介護保険制度の導入後に利用を減らした理由を見ていく。
第1に、サービスを全く利用しない理由は（表3）、利用する必要がない（家族で対応、介護が必

要な状態にない）、利用を希望しない（本人が望まない）という回答が比較的多く、利用できない
（サービスの不足、内容・手続が分からない、費用負担が困難）という回答は各1割前後だった。
第2に、支給限度額まで利用しない（2）理由も同様であり（表4）、必要がない（満足、必要ない）と
いう回答が最も多く、利用できない（サービスの不足、使い方が分からない、費用負担が困難）と
いう回答は各1割前後だった。
第3に、介護保険制度の導入前よりも導入後の方がサービスの利用量が減少した理由は、厚生省

の2000年7月の調査（集計224、複数回答）によると、無回答が36％、その他（状態の回復、入院な
ど）が18％、従来のサービスがすべて必要ではなかったが16％、利用者負担が困難が14％、これま
でのサービスが利用限度額を超えたが11％などであり（食品流通情報センター 2001：204）、利用できな
いという主旨の回答（最後の2つ）は各1割程度だった。
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このように、サービスを利用しない理由は、必要がない、希望しないというものが多く、利用で
きないという主旨のもの（サービスの不足、分からない、費用負担が困難、利用限度額）は各1割程
度だった。

以上、サービスの利用量、利用希望の充足度、利用しない理由に関する実証的な調査・研究を整
理してきた。介護保険制度の導入前後を比較すると、サービスの総利用量はおおむね増加したが、
1人当たりの利用量は増加したサービスと減少したサービスがあった。また、在宅サービスの利用
希望の充足度はおおむね向上したが、特別養護老人ホームの待機者数は増加した。ただし、その要
因としては、申し込みが容易になったことも挙げられた。そして、サービスを利用しない理由は、
必要がない、希望しないというものが多く、利用できないというものは各1割程度だった。

③保険方式
介護サービスの財源が税方式から保険方式に移行すると権利意識が強まるという主張に対して、

保険方式でサービスを受給できるのは保険料を納めた者だけの特権であるという批判があった。以
下では、権利意識に関わる調査結果と保険料に関する制度・実態を見ていく。

表4　サービスを支給限度額まで利用しない理由 （単位：％）

出典等 ① ② ③
必要がない 満足、必要ない ◎65.4 ◎70.9 ◎38.1

これまでの利用量 ○16.5
家族介護で間に合う ○25.7
万一に備えて余裕を残す 12.3

希望しない 本人の意向、家族介護を希望 17.5 9.4
家族等が反対 1.4

サービスの不足 利用したいサービスがない 2.3 5.3
事業所が対応できない 4.6

分からない 使い方 2.1
費用負担 負担が困難・重い ○14.8 14.7 14.5

お金をかけたくない 1.3
その他 11.3 9.1 11.4
不明 ケアマネに任せている 3.3

不明、無回答 1.6 13.3
•出典：①食品流通情報センター 2001：200, 202、②医療経済研究機構2001：31、③相野谷
他編2001：90‒1。
•調査地域・年・Ｎ（不明の場合は－）：①－・2000年・1,670、②6市・2001年・285、③－・
2000～01年・19,483。
•注：選択肢の表現は調査によって異なる。◎（太字）は各調査の1位、○は2位。①は単一
回答、他は複数回答。
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（a）権利意識
保険方式への移行によって権利意識が強まったかどうかに関する調査は見られないが、関連する

ものとして、6市の在宅サービス利用者・家族等への2001年の調査（集計559）によると、介護保険
料を負担すれば権利として誰でも利用できる仕組みについて、良くなったという回答は本人34％・
家族等52％、どちらともいえないは各41％・45％、悪くなったは各2％・3％だった。（医療経済研究
機構2001：39）

（b）保険料
介護保険の保険料は、第1号被保険者からは市町村が徴収し、第2号被保険者からは医療保険者

が徴収する（介護保険法129, 150条）。ここでは、第1号被保険者の保険料について、低所得者等への軽
減、収納率、滞納者への対応を見ていく。
第1に、低所得者等の保険料を軽減する制度としては、所得段階ごとの算定、低所得者への減額、

特別の理由がある者への減免がある。
まず、第1号被保険者の保険料は、基準額（各市町村の第1号保険料の平均的な額（増田2014：

470））に所得段階ごとの割合を乗じて算定する。所得段階ごとの割合は、介護保険制度の導入時に
は5段階（0.5～1.5）、2006年度から6段階（同上）、2015年度から9段階（0.5～1.7）を標準としている。
例えば、割合が0.5となる第1段階は、生活保護受給者と、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉
年金受給者および年金収入等80万円以下の者である（介護保険法施行令38条）。なお、生活保護の支給
額には、納付すべき介護保険料の実費が加算される（生活保護法による保護の基準 別表第1）。2015～17
年度の基準額（全国の加重平均）は月額5,514円であり（厚生労働省2015）、2015年度の所得段階ごとの
被保険者の割合は、多い順に、第1段階が19％、第4段階（割合は0.9）が16％、第6段階（割合は1.2）
が13％などである（厚生労働省2017c：231）。
次に、2015年度から、第1段階の保険料を最大5％減額し、その費用を国が2分の1、都道府県と

市町村が各4分の1の割合で負担する制度が導入された（介護保険法施行令38条）。
最後に、市町村は、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができる（介護保険法142

条）。特別の理由とは、厚生労働省の介護保険条例参考例によると、災害による財産の著しい損害、
世帯主の死亡等による収入の著しい減少などである（厚生労働省2016b：別添1第24条）。保険料を減免
した市町村の割合は、2002年度は25％、2003～16年度は30％台だった（厚生労働省2002：239、厚生労働
省事務調査2003‒2017）。
第2に、保険料の収納率は、普通徴収と特別徴収で異なっている。普通徴収は、市町村が被保険

者に通知して徴収するものであり（2016年4月には381万人）、特別徴収は、年金額が一定以上の被
保険者について年金保険者が徴収・納入するものである（同じく3,024万人）。普通徴収による収納
率は、2000年度の93％から2010年度の85％まで低下した後、2015年度の87％まで上昇した。他方、
特別徴収によるものはほぼ100％を維持し、全体の収納率は98％台が続いている。（介護保険法131条、
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増田2014：473、厚生労働省事務調査2017、厚生労働省事業状況2002‒2017）

なお、滞納者の経済状況については、全国の市区町村への2011年の調査（集計567）によると、経
済的理由による医療受診の制限があったという項目が介護保険料の滞納者で該当するという回答は
66％、滞納のない高齢者で該当するという回答は3％、どちらでもないという回答は31％であり、
経済的理由による介護サービス利用の制限があったという項目が該当するという回答は、それぞれ
70％、3％、27％だった（高橋・扇原2014：51‒2）。また、墨田区の高齢者（9,045）のうち普通徴収対象
者に関する2002年の調査によると、滞納率は所得段階が最高の第5段階（2.4％）よりも第2～4段階
（各7.8％、5.7％、12.0％）の方が有意に高かった（第1段階（0.0％）は統計的に有意な差がなかった）
（杉澤他編著2005：24,105）。
第3に、保険料を滞納すると、保険給付の償還払い化（サービス利用時に費用を全額支払った後

で市町村から費用の償還を受ける方式への変更）、一時差止、減額等が行われる（介護保険法66‒7, 69
条、増田2014：151, 235）。保険料の滞納により2013～16年度に保険給付の制限を受けた人数は、償還
払い化が2,428～3,914人、一時差止が39～86人、減額等が9,720～10,747人（重複あり）、合計12,849
～13,709人だった。この期間の第1号被保険者数は3千百万～3千4百万人であり（厚生労働省事務調査
2014‒2017）、保険給付の制限を受けた割合は0.04％となる。
以上のように、第1号被保険者の保険料は所得段階ごとに算定され、最も低い所得段階の保険料

を減額する制度もあり、特別の理由がある者に対する減免を実施した市町村は3割程度である。そ
して、滞納率は2％未満で、滞納により保険給付が制限された被保険者は0.04％である。

本節では、措置制度から選択制への移行によって公的責任・権利性が低下したかどうかという観
点から、要介護認定、サービスの利用、保険方式の制度や実態を見てきた。措置制度では、市町村
が要介護高齢者に対して居宅サービスの提供や施設への入所の措置をとることが規定されていた
が、介護保険制度では、被保険者の選択に基づきサービスが提供されることが原則となった。市町
村ではなく利用者が事業者やサービスを決定するようになったという点で、市町村の役割が減少し
たことは確かであり、これを公的責任の低下と表現することも可能である（3）。しかし、利用者の権
利性は、強化されたとはいえないが、低下したともいえない。
第1に、要介護認定の制度によって市町村の裁量が狭まり、審査請求・訴訟の権利も明確になっ

たと主張されたが、厚生労働省が認定基準を変更した結果、要介護者に該当しないと判定される割
合が増加したことがあり、また、審査請求・訴訟の権利はほとんど行使されてこなかった。しか
し、行政が裁量を行使することや不服申立が困難であることは、措置制度に関しても指摘されてお
り、介護保険制度の導入によって権利性が低下したとはいえない。また、要介護認定の結果に不服
がある被保険者は、要介護度の変更申請を用いているという見方もある。なお、認定審査会が市町
村の財政状況などの影響を受けて過少に認定する可能性があるという指摘もあったが、認定審査会
は1次判定結果を重度に変更することの方が多く、財政状況の影響を受けて過少に認定しているか
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どうかは不明である。
第2に、近くに事業者がなければ権利を行使できないと指摘されたが、介護保険制度の導入前後

を比較すると、サービスの総利用量はおおむね増加し、1人当たりの利用量は増加したサービスと
減少したサービスがあり、在宅サービスの利用希望の充足度はおおむね向上した。特別養護老人
ホームの待機者数は増加したが、申し込みが容易になったことが一因として挙げられた。介護保険
制度の下でサービスを利用しない理由は、必要ない、希望しないというものが比較的多く、利用で
きないというものは少なかった。ただし、この点を措置制度の下での理由と比較した調査・研究は
見られなかった。
第3に、税方式から保険方式への移行によって権利意識が強まったかどうかに関する調査は見ら

れなかったが、保険料は所得に応じて決定され、滞納は少なく、滞納によって保険給付が制限され
ることはほとんどなかった。
以上のように、措置制度から選択制への移行により、利用者の権利性が強化されたとはいえない

が、低下したともいえない。ただし、利用者の権利性が完全に確保されているわけではない。要介
護認定の基準を厚生労働省が変更して非該当の割合を増やすことは可能であり、認定結果に不服が
あっても変更申請などを行わない被保険者がいる可能性もある。特別養護老人ホームの待機者は、
最近は調査方法の変更により減少したようにも見えるが、要介護度の高い在宅の待機者はあまり減
少していない（表2）。また、サービスを利用しない理由として、利用できないという主旨のものが
各1割程度挙げられている。そして、保険料の滞納者は低所得者が比較的多く、保険給付が制限さ
れた被保険者も、全体に占める割合はごくわずかではあるが存在する。

4 ．条件の充足
準市場が良い公共サービスを提供するためには、いくつかの条件を充たす必要がある。まず、利

用者が供給者をうまく選択し、それが質、応答性、効率性の向上をもたらすためには、多数の供給
者が存在するなどの意味での「競争」があり、利用者が質に関する「情報」を持たなければならな
い。また、公平性を損なわないためには、「いいとこ取り」を防止する必要がある。本章では、介護
の選択制におけるこれらの条件に関する実証的な調査・研究を整理する。

（1）競争
社会福祉基礎構造改革や介護保険制度の導入をめぐる議論では、特に施設サービスの供給量が不

足していることや、過疎地などでは事業者数が少ないこと、また、競争の結果として寡占化・独占
化が進む可能性が指摘された。介護サービスの量を増やすための対策として、サービス基盤の計画
的整備、介護保険制度による財源確保が挙げられたが、それぞれに対して批判があった。また、営
利企業などの多様な主体が参入することにより、競争が行われ、質・応答性・効率性が向上すると
主張されたが、逆に、質の低下や事業者の撤退に伴う問題が生じると批判された。（児山2016：32‒3、
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同2017：149‒52）

本節では、サービス基盤の計画的整備や介護保険制度による財源確保がどのように実施された
か、これらを通じてサービスの供給量や事業者数が増加し、利用者による選択が可能になったか、
営利事業者がどのくらい参入したか、営利事業者の撤退に伴う問題が生じたかを見ていく。なお、
営利事業者の参入による質・効率性への影響については第5章で述べる。（4）

①計画的整備
介護サービスを整備するための計画として、国は、ゴールドプラン（1990～99年度）、新ゴール
ドプラン（1995～99年度）、ゴールドプラン21（2000～04年度）を策定し、都道府県・市町村も、老
人保健福祉計画（各自治体のゴールドプランともいわれる）（1994～99年度）を策定して、各種サー
ビスの整備目標値を設定した。また、介護保険法では、厚生（労働）大臣の定める基本指針に即し
て、市町村・都道府県がそれぞれ介護保険事業計画・介護保険事業支援計画を定め、サービス量の
見込、見込量の確保のための方策、施設整備・従事者確保に関する事項を定めることが規定され
た。（児山2017：149、増田2000：88‒90、山縣・柏女編2000：352、介護保険法116‒8条）

しかし、ゴールドプランなどの計画については、目標値の達成が困難であることや、目標値が低
すぎることが批判され、また、介護保険法の規定については、計画を策定する責務にとどまり、施
設整備や従事者確保の責任に関する明確な規定はないと指摘された（児山2017：149‒50）。さらに、
2011年の介護保険法改正により、サービスの見込量の確保のための方策や施設整備・従事者確保に
関する事項を定めることは努力義務となり（介護保険法117‒8条）、地方自治体の基盤整備の責任は後
退したと指摘された（石橋2016：200）。
以下では、ゴールドプランや介護保険法に基づく計画のうち、老人保健福祉計画、新ゴールドプ

ラン、第3期介護保険事業（支援）計画（2006～08年度）の目標値の達成状況に関する調査結果を整
理する（5）。なお、目標値が十分かどうかについては、サービスの供給量と必要量の比較として後述
する。
第1に、老人保健福祉計画（1994～99年度）については、全国の市区への2000～01年の調査（有効

回収425）によると、1999年度の目標値に対する実績値の比率の平均は、100％以上のサービス（訪
問介護142％、短期入所103％、老人保健施設108％）と100％未満のサービス（通所介護80％、特別
養護老人ホーム98％）があった。（平岡他2002：28‒31）

第2に、新ゴールドプラン（1995～99年度）については、厚生省の全国調査によると、1999年度の
計画に対する同年度予算の数値の比率は、すべての主要サービスで100％以上だった（訪問介護
105％、訪問看護100％、通所介護・リハビリ101％、短期入所生活介護108％、特別養護老人ホーム
105％、老人保健施設101％）。（厚生省2000：168）

第3に、第3期介護保険事業（支援）計画（2006～08年度）については、厚生労働省の全国調査によ
ると、主な在宅サービスの2008年度の給付見込数に対する実績値の比率はすべて100％以上だったが
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（訪問介護115％、通所介護151％、通所リハビリ113％、短期入所生活介護124％）、主な施設・居住
系サービスの2006～08年度の増加見込数に対する実績値の比率はすべて100％未満だった（特別養
護老人ホーム73％、介護老人保健施設62％、認知症対応型共同生活介護98％）。（厚生労働省2009a）

以上のように、介護保険制度の開始前後の時点では、サービス量の目標値はおおむね達成されて
おり、2000年代後半の時点では、在宅・地域密着型サービスの見込量はおおむね達成されていた
が、施設サービスの見込量は達成されていなかった。

②保険方式による財源確保
介護保険制度の導入時の議論では、保険方式の導入により、サービスの量を増やすための財源を

確保しやすくなると主張された。税方式では、一般財源からの支出を大蔵省が抑制し、また、使途
が限定されない増税には強い抵抗があるが、保険方式では、保険料という特定財源が確保され、残
りの公費負担も行わざるをえない上に、介護給付のための保険料の引き上げには比較的合意が得ら
れやすいとされた。これに対して、介護保険制度の導入直後には財源が急増するとしても、数年後
には大蔵省が公費負担部分を厳しく抑制し、また、施設整備費は従来どおり一般財源に依存するた
め大蔵省の統制下に置かれるという予測もあった（児山2017：150）。以下では、介護保険制度の導入
後に、介護サービスや施設整備への公的支出、介護保険料が増加したかどうかに関する調査結果を
整理する。
第1に、介護サービスへの公的支出については、まず、全国の市区町村への2001年の調査（回答
1,454）によると、1999年度の老人福祉事業費を100とした場合、2000・01年度の介護保険会計と介
護保険給付以外の老人福祉事業費の決算額の合計は、単純平均で各226・258だった（白鞘他2003：
961）。次に、厚生労働省が作成した資料によると（表5）、主な在宅サービスの事業費は、2000～02
年度に毎年20％以上増加した（6）。これらのサービスや、在宅サービス、施設サービス、全サービス
の給付費の増加率は（表6）、介護保険制度導入の数年後に低下したが、施設サービスを除けば、高
齢者人口の増加率よりもおおむね高い。

表5　主な在宅サービスの事業費
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003

金額（億円）
　訪問介護 2,266 2,358 2,901 4,236 5,424 6,255 
　通所介護 2,178 2,302 3,110 3,947 4,832 5,640 
　短期入所生活介護 462 554 753 1,171 1,811 1,920 
　認知症対応型共同生活介護 8 24 158 388 744 1,152 
対前年度増加率（％）
　訪問介護 ― 4 23 46 28 15
　通所介護 ― 6 35 27 22 17
　短期入所生活介護 ― 20 36 56 55 6
　認知症対応型共同生活介護 ― 200 558 146 92 55
•出典：社会保障審議会2004：55。
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ー
ビ
ス

21
,33
6 
24
,95
8 
26
,57
2 
27
,08
5 
28
,15
7 
27
,21
2 
24
,76
1 
25
,29
3 
25
,43
1 
26
,37
3 
26
,70
0 
27
,09
7 
27
,70
4 
28
,14
2 
28
,50
6 
28
,48
3 

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

9,6
72
 
11
,21
1 
11
,69
2 
11
,72
4 
12
,25
6 
11
,97
0 
11
,10
8 
11
,60
4 
11
,88
1 
12
,55
1 
12
,86
1 
13
,26
8 
13
,90
4 
14
,32
5 
14
,67
8 
14
,89
0 

　
全
サ
ー
ビ
ス

32
,29
2 
40
,88
5 
46
,26
1 
50
,65
3 
55
,22
1 
56
,58
2 
55
,71
3 
58
,36
9 
60
,74
1 
64
,97
5 
68
,39
6 
71
,93
6 
76
,58
4 
80
,16
4 
83
,78
6 
85
,46
2 

対
前
年
度
増
加
率（
％
）

　
在
宅
サ
ー
ビ
ス

―
45

24
20

15
9

-6
4

6
9

8
7

8
6

6
2

　
　
訪
問
介
護

―
―

―
22

10
3

-3
-3

-1
5

5
5

8
4

3
2

　
　
通
所
介
護

―
―

―
24

19
13

2
11

9
9

10
9

10
9

8
2

　
　
短
期
入
所
生
活
介
護

―
―

―
13

11
1

2
12

9
9

8
5

7
5

4
-2

　
　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

―
―

―
90

64
35

24
11

6
5

6
8

8
4

4
2

　
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

―
―

―
―

―
―

皆
増

28
14

12
10

12
15

8
10

6
　
在
宅
・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
計

―
45

24
20

15
9

5
7

7
9

8
8

9
6

6
3

　
施
設
サ
ー
ビ
ス

―
17

6
2

4
-3

-9
2

1
4

1
1

2
2

1
0

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

―
16

4
0

5
-2

-7
4

2
6

2
3

5
3

2
1

　
全
サ
ー
ビ
ス

―
27

13
9

9
2

-2
5

4
7

5
5

6
5

5
2

参
考
　
65
歳
以
上
人
口
増
加
率（
％
）

―
4

3
3

2
4

3
3

3
3

2
1

3
4

3
3

　
75
歳
以
上
人
口
増
加
率（
％
）

―
6

5
5

5
5

5
4

4
4

4
4

3
3

2
3

・
出
典
：
金
額
は
厚
生
労
働
省
事
業
状
況
20
02
‒2
01
7、
人
口
は
総
務
省
人
口
推
計
20
01
‒2
01
6。

・
注
：
20
00
～
01
年
度
は
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
内
訳
の
デ
ー
タ
な
し
。
主
な
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
数
値
は
表
5の
数
値
と
一
致
し
な
い
。
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
は
20
06

年
度
か
ら
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
移
行
。
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第2に、施設整備費のうち、特別養護老人ホームの整備費負担金・補助金は（表7）、介護保険制
度の導入前後を通じて増減を繰り返した。また、施設整備のための補助金・交付金の総額も（表8）、
介護保険制度の導入後に増減を繰り返している。
第3に、介護保険料は（表9）一貫して増加し、2015年度には4.7兆円になった（2000～15年度の平

均は3.2兆円）。他方、税は増減しており、2000～15年度の平均は1999年度と比較して1.0兆円の増加
にとどまった。
以上のように、介護サービスへの公的支出は、介護保険制度の導入直後に大幅に増加し、その後

も施設サービス以外は高齢者人口の増加率をおおむね上回る率で増加を続けた。また、介護保険料
は一貫して増加し、その額は税の増加額を上回った。しかし、施設サービスへの公的支出の増加率
は、高齢者人口の増加率を下回ることが多く、また、施設整備への国の支出は、介護保険制度の導
入前後を通じて増減を繰り返している。

③供給量
サービスの供給量については、供給量が増加したかどうか、サービスの必要量と比較して十分か

どうかに関する調査結果を整理する。
第1に、供給量の推移については（表10）、まず、主な在宅サービス（訪問介護、通所介護、短期
入所生活介護）の従事者数は、介護保険制度の導入直後と比較して、2008年に2.1～2.8倍、2016年に
2.8～4.6倍に増加し、認知症対応型共同生活介護の従事者数は、同じく26倍、36倍に増加した。他
方、特別養護老人ホームの定員数は、2008年に1.4倍、2016年に1.8倍の増加にとどまった。これは、
65歳以上人口の増加率（各1.3倍、1.6倍）を上回るが、75歳以上人口の増加率（各1.5倍、1.9倍）を下
回っている。
第2に、サービスの必要量との比較については、必要なサービス量の充足率、サービスの充足に

関するケアマネジャーの認識、特別養護老人ホームの待機者数を見ていく。
まず、必要なサービス量の充足率については、全市町村への厚生省の調査によると、2000年度に

おける必要サービス量に対する供給可能量の比率の平均は6～8割台だった（訪問介護84％、訪問
看護65％、通所介護・リハビリ72％、短期入所76％）（厚生省2000：169）。また、東京都・神奈川県の
市町村（島嶼部・指定都市を除く）の2000年のデータの分析（分析対象83）によると、2000年度にお
ける必要サービス量に対する供給見込量の比率の平均は5～9割台だった（訪問介護92％、訪問看
護71％、訪問入浴98％、訪問リハビリ56％、通所介護・リハビリ72％、短期入所77％）（平岡他2002：
251‒3, 256‒7）。このように、介護保険制度の導入直後には、必要なサービス量の充足率は5～9割台
だった。
次に、サービスの充足に関するケアマネジャーの認識については、全国のケアマネジャーへの

2001年の調査（回収209）によると、ケアマネジャーとして困っていること（10項目、複数回答）とし
て、利用できるサービスが少ないことを挙げた割合は17％（8位）だった（医療関連サービス振興会



　188

表
7　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
費
負
担
金
・
補
助
金
の
内
示
額
　（
単
位
：
億
円
）

年
度

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

金
額

79
9 
1,0
73
 

72
9 

67
2 

79
9 

75
0 

85
0 

61
8 

・
出
典
：
厚
生
省
施
設
整
備
19
97
‒2
00
0、
厚
生
労
働
省
施
設
整
備
20
01
‒2
00
5。

表
8　
施
設
整
備
費
の
予
算
額
 

（
単
位
：
億
円
）

年
度

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

注
社
会
福
祉
施
設
整
備
費
補
助
金

86
3

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
①

地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
等
施
設
整
備
交
付
金

―
86
6

44
3

28
5

32
3

35
0

23
1

50
44

30
6

77
23

②
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
交
付
金

―
―

―
―

―
2,4
95

13
7

―
―

―
―

―
③

・
出
典
：
厚
生
労
働
省
実
績
評
価
（
基
盤
整
備
）
20
05
、
同
実
績
評
価
（
介
護
保
険
）
20
09
、
同
レ
ビ
ュ
ー
（
地
域
介
護
）
20
11
‒2
01
2, 
20
15
‒2
01
6、
同
レ
ビ
ュ
ー
（
介
護
基
盤
）

20
11
, 2
01
3。

・
注
：
補
正
後
の
額
。
繰
越
し
等
を
含
ま
な
い
。
各
補
助
金
・
交
付
金
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。
①
個
別
の
施
設
ご
と
の
「
点
」
的
な
基
盤
整
備
へ
の
補
助
金
、
②
「
面
」
的
な

基
盤
整
備
の
計
画
を
策
定
し
た
地
方
自
治
体
へ
の
交
付
金
、
③
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備
へ
の
交
付
金
の
拡
充
な
ど
。
な
お
、
②
の
20
06
年
度
の
削
減
額
の
う
ち
38
9

億
円
は
三
位
一
体
改
革
に
よ
る（
佐
藤
文
俊
編
20
07
：
21
3）
。

表
9　
介
護
保
険
料
 

（
単
位
：
兆
円
）

年
度

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

平
均

増
減

介
護
保
険
料

　
第
1号

―
0.2

0.6
0.8

0.9
1.0

1.0
1.3

1.3
1.4

1.4
1.4

1.4
1.8

1.8
1.9

2.1
1.3

　
第
2号

―
1.1

1.3
1.5

1.7
1.8

1.9
1.8

1.9
2.0

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.6
2.0

　（
合
計
）

―
1.
3

1.
9

2.
4

2.
6

2.
8

2.
9

3.
1

3.
3

3.
4

3.
5

3.
6

3.
7

4.
1

4.
3

4.
5

4.
7

3.
2

参
考
：
税

84
.2

88
.3

85
.5

79
.2

78
.0

81
.6

87
.1

90
.6

92
.9

85
.4

75
.4

78
.0

79
.3

81
.5

86
.6

94
.6

99
.1

85
.2

1.0
 

・
出
典
：
介
護
保
険
料
は
厚
生
労
働
省
事
業
状
況
20
02
‒2
01
7、
税
は
総
務
省
20
05
：
40
、
同
20
06
：
43
、
同
20
17
：
40
。

・
注
：
20
00
・
01
年
度
の
第
1号
保
険
料
は
特
別
対
策
に
よ
り
1/
4・
3/
4を
徴
収
（
社
会
保
障
審
議
会
20
04
：
20
7）
。
税
は
国
税
・
地
方
税
の
合
計
。
平
均
は
20
00
～
15
年

度
の
平
均
、
増
減
は
平
均
と
19
99
年
度
の
差
。



189　

表
10
　
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量

年
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16

数（
千
人
）

　
従
事
者
数

　
　
訪
問
介
護
　
名
目

12
8 
14
5 
16
9 
17
8 
23
4 
27
2 
33
9 
36
7 
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
　
　
　
　
　
　
　
常
勤
換
算

―
―

―
77
 
10
4 
11
8 
15
1 
16
0 
18
5 
17
7 
17
3 
16
3 
17
0 
16
7 
17
5 
19
6 
20
8 
21
4 
21
5 
21
7 

　
　
通
所
介
護

―
―

―
71
 
83
 
10
1 
12
3 
14
4 
17
0 
17
7 
18
8 
19
9 
20
4 
20
9 
22
4 
26
4 
28
4 
30
6 
31
5 
32
3 

　
　
短
期
入
所
生
活
介
護

―
―

―
（
99
）
52
 
60
 
63
 
70
 
81
 
98
 
10
5 
11
9 
12
3 
12
9 
14
0 
15
0 
16
0 
16
8 
16
5 
16
8 

　
　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

―
―

―
4 

10
 
19
 
36
 
58
 
82
 
10
2 
10
8 
11
5 
11
6 
11
4 
12
3 
13
8 
14
1 
14
9 
15
5 
15
7 

　
定
員
数

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

25
2 
26
7 
28
4 
29
9 
31
4 
33
1 
34
6 
36
4 
38
3 
39
9 
41
3 
42
3 
41
5 
40
3 
42
8 
47
6 
48
9 
49
8 
51
8 
53
0 

指
数（
20
00
年
ま
た
は
20
01
年
＝
10
0）

　
従
事
者
数

　
　
訪
問
介
護
　
名
目

72
 
81
 
95
 
10
0 
13
1 
15
3 
19
1 
20
7 
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
　
　
　
　
　
　
　
常
勤
換
算

―
―

―
10
0 
13
5 
15
4 
19
7 
20
8 
24
0 
22
9 
22
4 
21
1 
22
1 
21
6 
22
8 
25
4 
27
0 
27
9 
27
9 
28
2 

　
　
通
所
介
護

―
―

―
10
0 
11
7 
14
3 
17
3 
20
3 
23
9 
25
0 
26
5 
28
0 
28
7 
29
5 
31
6 
37
1 
40
1 
43
2 
44
4 
45
6 

　
　
短
期
入
所
生
活
介
護

―
―

―
―

10
0 
11
7 
12
3 
13
6 
15
7 
18
9 
20
3 
23
0 
23
7 
25
1 
27
1 
29
0 
30
9 
32
6 
32
0 
32
6 

　
　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

―
―

―
10
0 
21
9 
42
6 
82
1 
1,
32
4 
1,
87
8 
2,
33
0 
2,
46
2 
2,
63
8 
2,
65
1 
2,
61
5 
2,
80
8 
3,
15
7 
3,
22
6 
3,
40
3 
3,
53
9 
3,
58
2 

　
定
員
数

　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

84
 
89
 
95
 
10
0 
10
5 
11
1 
11
6 
12
2 
12
8 
13
4 
13
8 
14
1 
13
9 
13
5 
14
3 
15
9 
16
3 
16
7 
17
3 
17
7 

参
考
　
65
歳
以
上
人
口（
20
00
年
＝
10
0）

90
 
93
 
96
 
10
0 
10
4 
10
7 
11
0 
11
3 
11
7 
12
1 
12
5 
12
8 
13
2 
13
4 
13
5 
14
0 
14
5 
15
0 
15
4 
15
7 

　
75
歳
以
上
人
口（
同
上
）

86
90

94
10
0
10
6
11
1
11
7
12
3
12
9
13
5
14
1
14
7
15
2
15
8
16
3
16
9
17
3
17
7
18
1
18
8

・
出
典
：
19
97
～
19
99
年
の
従
事
者
数
は
厚
生
省
業
務
報
告
19
98
‒2
00
0、
同
じ
く
定
員
数
は
厚
生
労
働
省
施
設
調
査
20
01
、
20
00
～
16
年
は
厚
生
労
働
省
施
設
事
業
所
調
査

20
01
‒2
01
7、
人
口
は
総
務
省
人
口
推
計
19
98
‒2
01
7。

・
注
：
訪
問
介
護
以
外
の
従
事
者
数
は
常
勤
換
算
。
常
勤
換
算
は
19
99
年
以
前
は
不
明
。
訪
問
介
護
の
名
目
は
20
05
年
以
降
は
省
略
。
短
期
入
所
生
活
介
護
は
20
00
年
は
空
床

利
用
型
を
含
み
、
20
01
年
以
降
は
含
ま
な
い
た
め
、
指
数
は
20
01
年
を
10
0と
し
た
。
20
09
年
以
降
の
従
事
者
数
と
20
09
～
11
年
の
定
員
数
は
回
収
率
が
8～
9割
程
度
の
た

め
厳
密
な
比
較
は
困
難
。
通
所
介
護
の
20
16
年
の
数
値
は
地
域
密
着
型
通
所
介
護（
通
所
介
護
の
う
ち
小
規
模
な
も
の
が
同
年
に
移
行
し
た
も
の
、
10
0千
人
）を
含
む
。
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2001：1, 15）。また、全国のケアマネジャーへの2011～15年の隔年の調査（集計1,868～4,772）による
と、ケアプランの作成について困難と感じている点（12～16項目、複数回答）として、必要なサー
ビスが地域に不足していることを挙げた割合は24～27％（5～7位）だった（三菱総合研究所2012：90、
同2014：83、厚生労働省2016a：137）。
最後に、特別養護老人ホームの待機者数については、前出の表2のとおり、介護保険制度の導入

後は30～50万人程度で推移している。2016年の調査では、重複申込分の排除を従来より徹底し、要
介護3以上を集計対象としたが、それでも30万人（うち12万人は在宅、うち7万人は要介護4以上）
が待機していた。定員数に対する入所申込者の倍率は、全国の特別養護老人ホームへの2011年の調
査（回収592）によると、平均3.4倍だった。また、同じ調査によると、入所申込者（7,998人）のうち、
現在の生活は困難であり、すぐにでも入所が必要であると判断された割合は11％、入所の必要はあ
るが最大1年程度現在の生活を継続することが可能と判断された割合は28％だった（医療経済研究機
構2011：ⅳ, 26, 45）。他方、入所申し込みから入所までの期間は、全国の特別養護老人ホームへの
2009年の調査（回収3,272）によると、平均1年3か月だった（野村総合研究所2010：5, 56）。（7）

以上のように、在宅・地域密着型サービスの供給量は、介護保険制度の導入後に大幅に増加した
が、施設サービスの供給量の増加は高齢者人口の増加と同程度だった。また、サービスの必要量と
比較すると、介護保険制度の導入直後には必要なサービス量が充足されておらず、2010年以降もケ
アマネジャーの2～3割はサービスが不足していると認識しており、施設サービスは待機者がいる
状態が続いている。

④事業者数
介護サービスの事業者数については、総数が増加したかどうか、各市区町村にどのくらいの事業

者がいるかに関する調査結果を整理する。
第1に、事業者の総数については（表11）、まず、主な在宅サービス（訪問介護、通所介護、短期

入所生活介護）の事業所数は、介護保険制度の導入直後（2000年）と比較して、2008年に1.6～2.8倍、
2016年に2.4～5.5倍に増加し、認知症対応型共同生活介護の事業所数は、同じく14倍、19倍に増加
した。他方、特別養護老人ホームの施設数は、同じく1.4倍、1.7倍の増加にとどまった。
第2に、各市区町村の事業者数については、まず、全市区町村の平均では、訪問介護・通所介護

の事業所数は介護保険制度の導入当初から2以上あったが、短期入所生活介護・認知症対応型共同
生活介護の事業所数が2以上になったのはそれぞれ2006・2005年だった（表11の事業所数が平成の
大合併前の2000年4月時点の3,229市区町村（総務省2016）の2倍の6,458以上になった時期を示してい
る）。次に、地域別では、例えば東京都三鷹市は当初から複数の事業所があったが（訪問介護4、通
所介護4、短期入所生活介護2）（杉澤他編著2005：20‒1）、全国の村のうち2011年に複数の事業所が
あった割合は2～36％だった（訪問介護26％、通所介護36％、短期入所生活介護11％、認知症対応
型共同生活介護2％）（芳賀2012：66, 73）。
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表
11
　
事
業
者
数

年
19
97
19
98
19
99
20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

事
業
所
数
・
施
設
数（
箇
所
）

　
訪
問
介
護

―
―

―
9,8
33
 1
1,6
44
 1
2,3
46
 1
5,7
01
 1
7,2
74
 2
0,6
18
 2
0,9
48
 2
1,0
69
 2
0,8
85
 2
1,5
17
 2
0,8
05
 2
1,3
15
 3
1,0
75
 3
2,7
61
 3
3,9
11
 3
4,8
23
 3
5,0
13
 

　
通
所
介
護

7,0
92
 6
,99
1 
8,2
34
 8
,03
7 
9,1
38
 1
0,4
85
 1
2,4
98
 1
4,7
25
 1
7,6
52
 1
9,4
09
 2
0,9
97
 2
2,3
66
 2
2,2
67
 2
2,7
38
 2
4,3
81
 3
4,1
07
 3
8,1
27
 4
1,6
60
 4
3,4
06
 4
4,1
01
 

　
短
期
入
所
生
活
介
護

4,4
14
 4
,66
8 
5,1
06
 4
,51
5 
4,8
87
 
5,1
49
 
5,4
39
 
5,6
57
 
6,2
16
 
6,6
64
 
7,0
30
 
7,3
47
 
7,2
15
 
7,0
96
 
7,5
15
 
8,9
80
 
9,4
45
 1
0,2
51
 1
0,7
27
 1
0,9
25
 

　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

―
―

―
67
5 
1,2
73
 
2,2
10
 
3,6
65
 
5,4
49
 
7,0
84
 
8,3
50
 
8,8
18
 
9,2
92
 
9,1
86
 
8,4
92
 
9,4
84
 1
1,7
29
 1
2,0
48
 1
2,4
97
 1
2,9
83
 1
3,0
69
 

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

3,7
13
 3
,94
2 
4,2
14
 4
,46
3 
4,6
51
 
4,8
70
 
5,0
84
 
5,2
91
 
5,5
35
 
5,7
16
 
5,8
92
 
6,0
15
 
5,8
76
 
5,6
76
 
5,9
53
 
6,5
90
 
6,7
54
 
7,2
49
 
7,5
51
 
7,7
05
 

指
数（
20
00
年
＝
10
0）

　
訪
問
介
護

―
―

―
10
0 

11
8 

12
6 

16
0 

17
6 

21
0 

21
3 

21
4 

21
2 

21
9 

21
2 

21
7 

31
6 

33
3 

34
5 

35
4 

35
6 

　
通
所
介
護

88
 
87
 
10
2 
10
0 

11
4 

13
0 

15
6 

18
3 

22
0 

24
1 

26
1 

27
8 

27
7 

28
3 

30
3 

42
4 

47
4 

51
8 

54
0 

54
9 

　
短
期
入
所
生
活
介
護

98
 
10
3 
11
3 
10
0 

10
8 

11
4 

12
0 

12
5 

13
8 

14
8 

15
6 

16
3 

16
0 

15
7 

16
6 

19
9 

20
9 

22
7 

23
8 

24
2 

　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

―
―

―
10
0 

18
9 

32
7 

54
3 

80
7 
1,0
49
 
1,2
37
 
1,3
06
 
1,3
77
 
1,3
61
 
1,2
58
 
1,4
05
 
1,7
38
 
1,7
85
 
1,8
51
 
1,9
23
 
1,9
36
 

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

83
 
88
 
94
 
10
0 

10
4 

10
9 

11
4 

11
9 

12
4 

12
8 

13
2 

13
5 

13
2 

12
7 

13
3 

14
8 

15
1 

16
2 

16
9 

17
3 

・
出
典
：
19
97
～
19
99
年
の
通
所
介
護
・
短
期
入
所
生
活
介
護
は
厚
生
省
業
務
報
告
19
98
‒2
00
0、
同
じ
く
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
厚
生
労
働
省
施
設
調
査
20
01
、
20
00
～

16
年
は
厚
生
労
働
省
施
設
事
業
所
調
査
20
01
‒2
01
7。

・
注
：
訪
問
介
護
・
認
知
症
対
応
型
生
活
介
護
の
19
99
年
以
前
の
数
値
は
不
明
。
19
99
年
以
前
と
20
00
年
以
降
は
出
典
が
異
な
る
た
め
デ
ー
タ
の
連
続
性
が
な
い
可
能
性
が
あ

る
。
20
09
～
11
年
は
回
収
率
が
8～
9割
程
度
の
た
め
厳
密
な
比
較
は
困
難
。
通
所
介
護
の
20
16
年
の
数
値
は
地
域
密
着
型
通
所
介
護（
21
,06
3箇
所
）を
含
む
。
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このように、在宅・地域密着型サービスの事業所数は介護保険制度の導入後に大幅に増加した
が、施設数の増加は小幅にとどまった。また、主な在宅・地域密着型サービスの自治体当たりの事
業所数は、全国平均では2005年頃までに2以上になったが、村ではその後も2未満のことが多かった。

⑤選択可能性
選択の可能性については、介護保険制度の前後を比較して選択できるようになったか、介護保険

制度の下で選択できているかを尋ねた調査結果を整理する。
第1に、介護保険制度の前後を比較した調査としては、介護保険制度の導入直後に、自治体、ケ

アマネジャー、利用者に対して行われたものがある。
まず、全国の市区町村への2000～01年の調査（有効回収1,361）によると、居宅介護サービスにお

いて、介護保険の実施前に比べ利用者の選択の幅が拡大したかという質問に対して、かなりあると
いう回答が34％、一部あるが48％などだった（かなりあるという回答は人口規模が大きくなるにつ
れて増加し、例えば、町村では28％、人口30万以上では56％だった）（平岡他2002：75, 138, 154）。同様
に、全国の市町村への2003年の調査（有効回収2,898）によると、介護保険制度でサービスや事業者
を選びやすくなったかという質問に対して、そう思うという回答が63％、どちらとも言えないが
23％、そうは思わないが13％だった（社会保障審議会2004：47）。
また、全国のケアマネジャーへの2001年の調査（有効回収209）によると、介護保険制度の実施前
と実施後を比較して、利用するサービスの選択肢が拡大したかという質問に対して（いいえ1～変
わらない4～はい7）、「5」という回答が42％、「6」が29％、「7」が6％（以上の合計は77％）だった
（医療関連サービス振興会2001：1, 9）。
他方、利用者への2000年の調査（集計805）によると、介護サービスの選択について、広がったと
いう回答が27％、特に変わらないが56％、狭くなったが7％などだった（食品流通情報センター 2001：
432, 434）。また、介護保険制度施行前からの利用者（約900）への2003年までの調査によると、現在
の制度に対する評価（11項目、複数回答）として、業者を選ぶことができるようになったことを挙
げた割合は12％（6位）だった（厚生労働省2003：69）。
このように、介護保険制度の導入前後を比較して選択できるようになったという回答は、自治体

やケアマネジャーへの調査では6～8割だったが、利用者への調査では1～3割だった。
第2に、介護保険制度の下で選択できているかどうかについては、全国のケアマネジャーへの調

査と、都市部の利用者への調査がある。まず、全国のケアマネジャーへの2001年の調査（有効回収
209）によると、ケアマネジャーとして困っていること（10項目、複数回答）として、サービス提供
事業者の選択肢が限られていることを挙げた割合は25％（4位）だった（医療関連サービス振興会2001：
15）。次に、東京都の1つの区の利用者への2000年の調査（回収は本人515、家族503）によると、事
業者選択の状況について、全サービスが2つ以上の事業者から選択可能と回答した割合は本人
32％・家族36％、一部サービスが2つ以上の事業者から選択可能という回答は各15％・8％、全
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サービスが2つ以上から選べなかったというものは各28％・15％、無回答・わからないは各16％・
41％だった（石川他2004：72）。このように、事業者の選択が困難・不可能であると回答した割合は、
介護保険制度の導入直後の調査では、全国のケアマネジャーや都市部の利用者の2～3割だった。

⑥営利事業者の参入
介護サービスの提供への営利事業者の参入については、競争が行われて質・応答性・効率性が向

上するという主張と、質の低下や事業者の撤退に伴う問題が生じるという批判があった。ここで
は、営利事業者の参入に関する制度を概観した上で、営利事業者がどのくらい参入したか、営利事
業者の撤退に伴う問題が生じたかに関する調査結果を整理する。
第1に、営利事業者の参入に関する制度は、介護保険制度の導入前後で変化がなく、第1種社会

福祉事業（施設の経営など）は原則として国・地方自治体・社会福祉法人に限定され、第2種社会福
祉事業（在宅介護など）は制限が設けられていない。（児山2016：32）

第2に、営利事業者の参入の程度については、介護保険制度の導入前と導入後に分けて見ていく。
まず、介護保険制度の導入前には、営利事業者の参入は少なかった。全市町村への1996・97年の

調査によると、訪問介護を民間企業に委託していた市町村の数はそれぞれ37・66、訪問入浴は
418・431だった（厚生省1998：119）。また、市町村への1997年の調査によると、高齢者福祉事業を委
託していた割合は86％（委託のみ69％、委託・直営の併用17％）だったが、委託先として民間のシ
ルバー産業を挙げた割合は3％だった（佐藤卓利2008：53）。
他方、介護保険制度の導入後には、営利事業者の参入が進んだ（表12）。主なサービスの事業所

に占める営利事業所の割合は、2000年から2016年に、訪問介護が30％から65％に、通所介護が5％
から61％に、認知症対応型共同生活介護が21％から53％に増加した（短期入所生活介護は1％から
10％への増加にとどまった）。また、2000年から2016年の事業所の増加数に対する営利事業所の増
加数の割合は、訪問介護が84％、通所介護が76％、認知症対応型共同生活介護が55％だった（短期
入所生活介護は19％だった）。
ただし、営利事業者の参入は、都市部では多かったが、地方では少なかった。全国の介護サービ

ス事業所への2000～01年の調査（分析対象3,671）によると、民間企業の割合は全体では29％だった
のに対し、東京都では59％、政令指定都市では52％だった（久保2013：19‒21）。他方、2011年のデー
タの分析では、営利法人の事業所の割合は全国では34％だったが、村では16％だった。また、同年
の村のデータの分析によると、営利企業が参入している割合は、人口1万人以上では93％、5千～
1万人未満では73％、3～5千人未満では34％、1.5～3千人未満では24％、1.5千人未満では13％だっ
た（芳賀2012：68, 75‒6）。
第3に、営利事業者が撤退した例としては、大手企業のコムスンが、2000年6月にサービス拠点
を1,208箇所から731箇所に削減する方針を立て、2001年4月末には307箇所にまで削減した。ただ
し、1箇所当たりの利用者数は平均約10人であり、4割の拠点ではほとんど利用者がいなかったと
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表
12
　
営
利
事
業
者
の
参
入

年
20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

事
業
所
総
数（
箇
所
）

　
訪
問
介
護

9,8
33
 1
1,6
44
 1
2,3
46
 1
5,7
01
 1
7,2
74
 2
0,6
18
 2
0,9
48
 2
1,0
69
 2
0,8
85
 2
1,5
17
 2
0,8
05
 2
1,3
15
 2
5,1
18
 2
6,5
76
 2
7,1
07
 2
7,5
50
 2
8,0
38
 

　
通
所
介
護

8,0
37
 
9,1
38
 1
0,4
85
 1
2,4
98
 1
4,7
25
 1
7,6
52
 1
9,4
09
 2
0,9
97
 2
2,3
66
 2
2,2
67
 2
2,7
38
 2
4,3
81
 2
9,8
15
 3
3,1
63
 3
5,5
68
 3
6,7
57
 3
8,1
06
 

　
短
期
入
所
生
活
介
護

4,5
15
 
4,8
87
 
5,1
49
 
5,4
39
 
5,6
57
 
6,2
16
 
6,6
64
 
7,0
30
 
7,3
47
 
7,2
15
 
7,0
96
 
7,5
15
 
8,2
74
 
8,6
30
 
9,4
05
 
9,9
24
 
9,8
94
 

　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

67
5 
1,2
73
 
2,2
10
 
3,6
65
 
5,4
49
 
7,0
84
 
8,3
50
 
8,8
18
 
9,2
92
 
9,1
86
 
8,4
92
 
9,4
84
 1
0,4
97
 1
0,7
60
 1
1,3
06
 1
1,8
74
 1
2,0
30
 

う
ち
営
利
事
業
所（
箇
所
）

　
訪
問
介
護

2,9
75
 
3,9
59
 
4,4
63
 
7,0
34
 
8,3
23
 1
1,1
05
 1
1,3
74
 1
1,3
92
 1
1,4
98
 1
2,2
42
 1
1,9
26
 1
2,4
84
 1
5,7
31
 1
7,0
06
 1
7,4
54
 1
7,8
66
 1
8,3
57
 

　
通
所
介
護

36
4 

80
3 
1,3
32
 
2,3
91
 
3,7
22
 
5,5
34
 
7,0
24
 
8,1
56
 
9,0
81
 
9,2
67
 
9,9
46
 1
1,3
08
 1
5,8
34
 1
8,6
75
 2
0,7
56
 2
1,7
82
 2
3,1
44
 

　
短
期
入
所
生
活
介
護

26
 

24
 

25
 

50
 

96
 
22
7 

37
9 

53
8 

56
9 

56
0 

57
7 

62
1 

80
8 

91
8 

97
7 
1,0
56
 
1,0
28
 

　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

14
3 

33
2 

75
3 
1,5
69
 
2,5
75
 
3,5
76
 
4,4
17
 
4,7
01
 
4,9
34
 
4,8
34
 
4,6
73
 
4,9
60
 
5,5
48
 
5,7
13
 
6,0
05
 
6,3
61
 
6,4
03
 

営
利
事
業
所
の
割
合（
％
）

　
訪
問
介
護

30
34

36
45

48
54

54
54

55
57

57
59

63
64

64
65

65
　
通
所
介
護

5
9

13
19

25
31

36
39

41
42

44
46

53
56

58
59

61
　
短
期
入
所
生
活
介
護

1
0

0
1

2
4

6
8

8
8

8
8

10
11

10
11

10
　
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

21
26

34
43

47
50

53
53

53
53

55
52

53
53

53
54

53
20
00
年
か
ら
の
事
業
所
の
増
加
数
に
対
す
る
営
利
事
業
所
の
増
加
数
の
割
合（
％
）

　
訪
問
介
護

―
54

59
69

72
75

76
75

77
79

82
83

83
84

84
84

84
　
通
所
介
護

―
40

40
45

50
54

59
60

61
63

65
67

71
73
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される（吉田2001：133‒5）。また、全国の市区町村への2000年12月～2001年1月の調査（回収1,361）に
よると、居宅介護サービスにおいて、事業者の急激な参入や撤退など、サービス供給体制が不安定
になっている傾向があるかという質問に対して、かなりあるという回答は0.2％、一部あるは10％
であり、ほとんどないという回答が85％だった（平岡他2002：154）。その後、コムスンは、2007年6
月に、ヘルパー数の虚偽申請などにより、新規指定・指定更新を行わない処分を受け、1,655箇所
の事業所を閉鎖することになったが、同年9～12月には他の法人への事業譲渡が決まった（伊藤
2008：197‒8）。なお、2008年の法改正により、事業者が事業の廃止・休止の届出をしたときは、従
来と同様のサービスの提供を希望する利用者に対して、他の事業者との連絡調整などの便宜の提供
を行わなければならないことや、都道府県知事・市町村長が関係者相互の連絡調整などの援助を行
うことができることが規定された（介護保険法74条4項、75条の2など）。
以上のように、営利事業者の参入に関する制度は介護保険制度の導入前後で変わらなかったが、

介護保険制度の導入後、営利事業者の参入が都市部を中心に進んだ。営利事業者が事業所を閉鎖す
ることもあったが、利用者数が少なかったことや、他の事業者に譲渡されたこともあり、大きな影
響は生じなかった。

本節では、競争という条件に関して、サービス基盤の計画的整備や介護保険制度による財源確保
がどのように実施されたか、これらを通じてサービスの供給量や事業者数が増加し、利用者による
選択が可能になったか、また、営利事業者がどのくらい参入したか、営利事業者の撤退に伴う問題
が生じたかを見てきたが、その結果はサービスや地域によって異なっていた。
まず、在宅・地域密着型サービスについては、計画の目標値はおおむね達成され、公的支出は高

齢者人口よりも高い率で増加し、営利事業者が参入して、サービスの供給量や事業者数が増加し、
2005年頃までには全国平均で各自治体に主なサービスの事業者が複数存在するようになった。ただ
し、介護保険制度の導入直後には、サービスの供給量は必要量と比べて不足し、選択が困難・不可
能であると回答したケアマネジャー・利用者が2～3割いた。また、近年においても、サービスの
供給量が不足していると回答したケアマネジャーが2～3割おり、村では営利事業者が参入せず、
事業者数が2未満のことが多い。
他方、施設サービスについては、介護保険法に基づく計画の目標値は達成されず、施設整備費へ

の国の支出は増減を繰り返し、サービスへの公的支出は高齢者人口ほどには増加せず、営利企業の
参入は認められていない。そして、サービスの供給量は高齢者人口と同程度に増加したものの、待
機者がいる状態が続いている。
以上のように、在宅・地域密着型サービスの事業者を選択することは、村以外ではおおむね可能

であるが、施設を選択することは困難である。
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注
（1） サービスや施設の名称としては、ホームヘルプ（訪問介護）、デイサービス（通所介護）、デイケア（通所
リハビリ）、ショートステイ（短期入所）、グループホーム（認知症対応型共同生活介護）、介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）などが用いられることもある。なお、介護老人保健施設は、病院と在宅をつなぐ中
間施設であり、1986年の老人保健法改正により創設され、当初は老人保健施設と呼ばれていたが、介護保
険法の施行により介護老人保健施設となった。（山縣・柏女2014：69, 134, 207, 276‒7, 357、同2000：351）

（2） 支給限度額に対する支給額の割合は、要介護度によって異なるが、2017年4月のデータでは3～6割台だっ
た。（厚生労働省2017b：9）

（3） ただし、2000年に改正された社会福祉法により、福祉サービスの提供体制の確保や適切な利用の推進に
関する公的責任は明確化されたという反論もあった（児山2016：31）。なお、ルグランは、良い公共サービ
スの性質の1つとして答責性（accountability）（納税者への応答）を挙げたが、準市場が答責的であるとは主
張しなかった（児山2011：18‒9, 28）。

（4） サービスの量を増やすための対策として、社会福祉施設の設置者がサービスの対価として得た収入を施
設整備に係る借入金の償還に充てることができる仕組みが実施されたが（児山2016：33）、その効果に関す
る実証的な調査・研究は見られなかった。また、競争によって供給者間の連携が弱まる、社会福祉法人に
よる不採算サービスの提供が困難になるという批判や（同上：33‒4）、営利事業者の参入によって応答性が
向上するという主張についても同様である。

（5） ゴールドプラン21（2000～04年度）については、2002～03年度までの達成状況を示した資料はあるが（厚
生労働省2004：3（3））、最終年度の達成状況を示した資料は見られなかった。また、介護保険事業（支援）
計画については、第3期以外は達成状況を示した資料は見られなかった。なお、第5期（2012～14年度）につ
いては、最終年度におけるサービス量見込みと実績値を示した別々の資料があるが（厚生労働省2012、同
2015：42）、集計方法が異なっており、達成率を計算することはできなかった。

（6） 施設サービスの事業費だけを介護保険制度の導入前後で比較した資料は見られなかった。なお、介護保
険制度導入前の施設サービスの予算額（補正後）については、特別養護老人ホーム保護費負担金が1998年度
3,654億円、1999年度3,707億円という数値がある（財務省1999‒2000）。これは地方自治体への補助金であり、
補助率はほぼ2分の1であるため（財政調査会編1999：188‒9, 402‒3）、この金額の2倍（各7,308億円、7,414
億円）が公的支出の額であるとも考えられるが、介護保険制度における特別養護老人ホームの給付費（2000
年度9,672億円）と比較可能かどうかは不明である。

（7） なお、選択制になると、選択したくてもサービスがないという批判が強まり、サービス増加への政治的・
社会的圧力が高まるという考えも示されたが、利用者と施設が直接契約する制度では、行政が待機者を把
握しなくなるとも指摘された（児山2016：33）。まず、サービス増加への圧力については、特別養護老人ホー
ムの定員数の増加率を介護保険制度の導入前後で比較すると（表10より計算）、1998・99年は6％、2000～
05年は5％であり、上昇は見られない。次に、行政による待機者の把握については、全国の市町村への2007
年の調査（有効回答1,213）によると、申し込み件数と待機者の実数の両方を把握している割合は10％、申し
込み件数のみ把握は14％、待機者の実数のみ把握は44％、どちらも把握していないものは31％だった（佐藤
嘉夫2008：19‒21）。ただし、介護保険制度の導入前における把握状況に関する調査は見られなかった。
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